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Ⅲ.産業振興に向けた重点取組 
 

本市が目指す産業振興に向けた取組の方向を体系化して示すと、次のようになります。 

 

産業振興ビジョンの体系図 
 

市内産業の付加価値
と活力の向上

(1)事業活動の価値向上

◎付加価値の高い事業を生み出す取組の促進
○事業者の環境配慮に関する取組の促進

(2)創造的機能の集積と企業立地の促進

◎事業活動における創造的機能の集積促進
◎企業活動への支援と立地促進

(3)起業の促進と成長支援

◎新規開業者の創業促進と成長支援

市民の快適な暮らし
や地域社会を支える

機能の充実

(1)まちのにぎわい創出

◎魅力ある個店の創出促進
◎人を呼び込む仕掛けづくり
○市内産業の情報発信の強化

(2)地域の生活支援と快適性の向上

◎生活支援サービスの提供支援
○快適性を高める環境の整備

(3)地元産農産物の流通の促進

◎販売機会の拡充支援
○農商工連携の推進
○農産物の安全性の確保支援

産業を活性化させる
基盤づくり

(1)連携の促進

◎産業に関わる交流機会の創出
○市内産業を知る機会の拡充

(2)人材の確保と育成

○就労希望者と企業との接点拡大
○企業OB人材の活用
○企業の成長を支える人材育成の支援

(3)支援機能の充実

１

２

３

◎利用者の視点に立った産業支援関連情報の提供
◎専門的支援機能の充実と相談機能の強化

 
 

取組の優先順位（凡例） 

◎：優先かつ重点的に取り組むべきこと  ○：重点的に取り組むべきこと 
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１. 市内産業の付加価値と活力の向上 

(1) 事業活動の価値向上 
【背 景】 

経済環境が大きく変化している中、市内事業者の事業活動を取り巻く環境も厳しさを

増しています。こうした激しい環境変化の中で、事業を継続し発展させていくためには、

変化に柔軟に対応しつつ、事業活動の付加価値を今より高めていく取組がこれまで以上

に重要になってきています。 

【取組の方向】 

「商品やサービスそのものの付加価値の向上」、「事業の重点分野の転換」、「今後成長が

期待される新事業分野への進出」、「マーケティング活動の強化」などにより、事業活動

の価値向上を目指す市内事業者の取組を促進します。 

また、省エネや省資源、適正な廃棄物処理、リサイクルの促進、CO2 削減など、事業

者に求められる環境配慮の取組を促進します。 

【取組の内容】 

◎付加価値の高い事業を生み出す取組の促進 

事業活動の価値向上や独自性の発揮に取り組む市内事業者に、支援機関や支援策など

を紹介するほか、関係機関とも連携して市内事業者のチャレンジに協力し、付加価値の

高い事業の創出を促進させます。 

○事業者の環境配慮に関する取組の促進 

環境への負荷軽減を目指す事業者の自主的な取組を促進するため、各種環境管理制度

の認証取得を支援します。 

また、省エネルギーや新エネルギー利用などに関する今後の市の取組について方針を

定めて、事業者の環境配慮の取組を促進させます。 
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(2) 創造的機能の集積と企業立地の促進 
【背 景】 

国内では市場規模が縮小してきており、海外も含めた競争がますます激しくなる中

で、ものづくりの分野では、高い技術力に加えて、企画力やデザイン力などの面で製品

の付加価値を高めることが求められています。 

市内では近年、製造業などの大規模事業所が市外に移転したり閉鎖したりしました。

また、事業所周辺で住宅化が進み、操業が難しくなっている製造業の事業所なども見ら

れます。 

【取組の方向】 

本市の特性や強みを活かして、技術開発、商品の企画やデザインなど、企業において

クリエイティブ（創造的）な役割を担う部門とそれらを支えるサービス事業者やクリエ

イター（制作者）などの進出を促進します。 

また、市外への移転を考えている企業については、事業活動を支援するなど可能な限

り流出の抑制に努めます。 

【取組の内容】 

◎事業活動における創造的機能の集積促進 

技術開発やデザインの受託や知的財産権の保護など、企業のクリエイティブ部門の活

動を支えるサービス事業者の進出や市内での創業を促進させます。また、企業のクリエ

イティブ部門の立地促進につながる方策の導入について検討を進めます。 

◎企業活動への支援と立地促進 

市内に拠点を持つ事業者が今後とも市内で事業を継続できるように、事業者のニーズ

把握に努めるとともに、工業地域では住宅建設に一定の制限を設けるなど、市内での生

産環境の保全に取り組みます。 

また、限られた市内の事業用地が有効に活用されるように、事業用地を求める事業者

に不動産情報を提供するなどの支援を行い、市内への企業立地を推進します。 
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(3) 起業の促進と成長支援 
【背 景】 

市内産業の活力を維持・増進していくためには、既存事業者の事業活動の発展だけで

なく、市内で新しく事業を営む事業者の誕生が欠かせません。また、成熟した現代社会

においては、今後ますますサービス産業の充実が求められてきます。 

【取組の方向】 

魅力的な商品やサービスを提供しようとするクリエイティブな人材を積極的に応援

し、市内での起業や開業後間もない事業者の成長を促進します。 

【取組の内容】 

◎新規開業者の創業促進と成長支援 

事業を営んだことのない新規開業者にビジネスプランの作成をはじめ事業運営に必要

な知識や情報を提供するとともに、不安のある資金調達の面でも支援を行います。 

また、これらの新規開業者や開業後間もない事業者に対して、事業運営などの相談に

も応じ、新規事業者の成長を応援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

写真等の画像挿入（予定） 



 12

２. 市民の快適な暮らしや地域社会を支える機能の充実 

(1) まちのにぎわい創出 
【背 景】 

大規模ショッピングセンターでは、買い物するだけでなく、過ごして心地よい空間や

楽しいイベントの開催などで、広域から多くの人を集めています。その一方で、商店街

や中心市街地では、これらの機能や機会が不足しており、そのため、まちを訪れる人が

減り、まちのにぎわいが低下してきています。 

【取組の方向】 

市の中心部やその他商店街のある地域で、地域や商業の活性化につながるにぎわいを

生み出すために、魅力ある商業・サービス機能の集積を進めるとともに、人々を呼び込

むにぎわいの仕掛けをつくっていきます。 

【取組の内容】 

◎魅力ある個店の創出促進 

商業地の集客力を高めるため、顧客をひきつける魅力ある個店の新規出店や既存店舗

の魅力向上を支援し、市の中心部や商店街に魅力ある個店の集積を進めます。 

◎人を呼び込む仕掛けづくり 

各種イベントなどの企画・運営の実施体制を整え、市の中心部や商店街に人を呼び込

むにぎわいづくりを促進させるとともに、子育て交流拠点など人が訪れやすい環境の整

備を支援します。 

○市内産業の情報発信の強化 

市内のお店や企業は、意外なほど市民に知られていません。市内の産業とその魅力を

身近に感じてもらえるように、既存の情報発信手段も活用しながら、お店や企業とその

商品・サービスなどについて効果的に情報を発信していきます。 
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(2) 地域の生活支援と快適性の向上 
【背 景】 

高齢になると、遠くまで出かけて買い物するよりも、歩いて行ける範囲で買い物を済

ませたくなります。今後高齢化が進むと、身近なお店や商店街など地域商業の存在があ

りがたく感じられるようになります。そのため、地域商業は、高齢化が進んだ地域社会

のニーズ（要請）に対応して、地域住民の暮らしを支えるとともに、地域住民との良好

な協力関係を深めていくことが求められます。 

【取組の方向】 

商店街などの地域商業が高齢化への対応など地域のニーズにこたえ、生活に密着した

サービスを提供する取組を支援します。 

また、商業地域など人々が訪れる場所には、訪れた人が快適に過ごせる環境や機能を

充実させていきます。 

【取組の内容】 

◎生活支援サービスの提供支援 

地域と協力関係を築き、買い物に出かけることが難しい世帯へのご用聞きや地域住民

が集まれる居場所の運営など、市民の生活を支える様々なサービスを提供する商店街な

どの取組を支援していきます。 

○快適性を高める環境の整備 

商店街など人の集まる場所で、休憩設備やトイレ、ベビールームなど高齢者や子育て

家族など様々な人々が快適に過ごせる環境の整備を促進させます。 

 

 
 
 
 
 

写真等の画像挿入（予定） 
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(3) 地元産農産物の流通の促進 
【背 景】 

食の安全に対する関心が全国的に高まっています。また市内では、農業者が直接消費

者に対して販売する直売所が複数開設され、市内農業者の生産と販売に対する意欲が高

まっています。これらの動きを受けて、安全で鮮度の高い地元産農産物を求める市民の

ニーズも強まっています。 

【取組の方向】 

食の安全に対する関心の高まりを受けて、使用農薬の量や生産履歴の管理など生産面

の知識や技術の向上により、地元産農産物の安全性と付加価値を高める取組を支援しま

す。その上で、市内における地元産農産物の販売機会の拡充や農・商・工の事業者間の

連携による農産物の活用を促進し、地元産農産物の流通を促進します。 

【取組の内容】 

◎販売機会の拡充支援 

直売所や朝市での販売以外にも、商店街などと連携しながら地元産農産物を販売する

機会の拡充を支援します。 

○農商工連携の推進 

市から認定を受けた認定農業者など、市内の意欲ある農業者に関する情報の提供など

を通じて、市内や近隣の飲食店や食品加工事業者などの商工業者と市内農業者の連携に

よる地元産農産物の活用を促進させます。 

また、農産物の生産に工学的な技術を応用して品種改良や生産性の向上などを目指

す取組を促進します。 

○農産物の安全性の確保支援 

消費者の食品に対する安全性確保のニーズにこたえるため、農薬や化学肥料の使用を

従来栽培の半分以下におさえたエコ農産物の生産を支援するなど、市内農業者による農

産物の安全性を確保する取組を支援し、品質や付加価値の向上を目指します。 
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３. 産業を活性化させる基盤づくり 

(1) 連携の促進 
【背 景】 

市内には多種多様な業種の産業が存在し、多くの事業所が活動していますが、事業者

同士のつながりや市民などとの交流は、あまり盛んではありません。また、様々な情報

や支援を提供してくれる産業支援機関や大学などと接点のある事業者も多くありませ

ん。しかしながら、多様な立場の人との交流や連携は、思いもよらない情報や機会をも

たらし、人や事業、地域の成長・発展につながることから、本市産業の活性化にとって

大変重要なことです。 

【取組の方向】 

「市内外の事業者間の交流」や「商店街など地域の商業者と市民との交流」、「市内事業

者と近隣に立地する大学などの教育・研究機関との連携」など、産業や暮らしに関わる

様々な交流と連携を促進します。 

また、市内事業者やその事業活動が市民や企業を退職したＯＢ人材などに認知される

と、事業活動の継続や人材の確保、販売業績などによい影響を与えることから、様々な

交流の機会を設けて、事業者の事業活動の発展や地域貢献を進めます。 

そのほか、市や商工会議所では、近隣市をはじめ府や国などの関係機関との連携を強

化し、市内事業者の成長や市内産業の発展に向けた広域連携の推進に努めます。 

【取組の内容】 

◎産業に関わる交流機会の創出 

事業者同士のつながりや支援機関との出会いなど、事業活動に対する気づきや新たな

協力関係が生まれるような交流を促進させます。 

○市内産業を知る機会の拡充 

市内事業者と市民との交流の場や情報の交流を通じて、市民に市内事業者の事業活動

を知ってもらうとともに、事業者が地域と関わる機会づくりを進めます。 
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(2) 人材の確保と育成 
【背 景】 

企業の成長には、そこで働く従業者の活力が必要です。そのため、企業ではその成長

の段階に応じた体制づくりに必要な人材を求めています。また、企業は従業者の経験や

能力に応じた成長を期待していますが、そのために必要な教育が十分にできているとは

言えません。 

【取組の方向】 

人材を求める企業と働く場を求める人材がうまく出会える機会や仕組みの導入につい

て検討を進めます。 

また、企業の成長に必要な人材の育成に協力し、企業の成長を促進します。 

【取組の内容】 

○就労希望者と企業との接点拡大 

関係機関と連携して、就労希望者と企業との出会いの場を提供するとともに、より効

果的な仕組みの導入について検討を進めます。 

○企業 OB 人材の活用 

企業を退職した OB 人材が持つ知識や技術を活用して、市内企業の販路開拓、技術開

発、人材育成などの取組を促進させます。 

○企業の成長を支える人材育成の支援 

企業の内部だけでは取り組みにくい従業者や経営幹部に向けた研修の実施に協力する

など、企業の成長を支える人材の育成を支援します。 

 

 

 

 
 
 
 
 

写真等の画像挿入（予定） 
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(3) 支援機能の充実 
【背 景】 

府内には、国や府の各種支援機関があり、様々な産業支援が行われていますが、こう

した支援をうまく活用しているのは、市内事業者の一部にとどまっています。事業者に

とって最も身近で相談しやすい市や商工会議所などにも、きめこまやかな支援が求めら

れています。 

【取組の方向】 

市内事業者が国や府、市の支援策をうまく活用できるように、事業の発展に役立つ情

報を伝える仕組みづくりを進めます。 

また、生産環境の維持・向上に対する協力や行政手続きのワンストップ化（窓口の一

元化）など、市内事業者が市内において円滑に事業活動が継続できるような支援体制の

強化に努めます。 

さらに、事業者との間に継続的な関係を築き、専門的な支援やニーズにあった協力が

できる体制を整備します。 

【取組の内容】 

◎利用者の視点に立った産業支援関連情報の提供 

産業支援機関が実施する各種支援策の情報を利用する事業者の視点から分かりやすく

提供するなど、市内事業者が市内外の支援機関を有効活用できるように情報提供の充実

に努めます。 

また、事業所の立地をはじめとする事業活動に関する各種手続に総合窓口を設けて対

応するなど、行政サービスの利便性向上に努めます。 

◎専門的支援機能の充実と相談機能の強化 

様々な分野で事業者支援に精通した専門家を配置し、相談・支援体制を強化します。

さらに、それらの専門家を活用しながら事業者と顔のわかる関係を保ち、事業者のニー

ズにあった協力や支援を続けるとともに、最適な支援策の紹介や支援機関との連携を進

めます。 
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産業振興ビジョンに関連する現状の取組 

■市内産業の付加価値と活力の向上 

（１）事業活動の価値向上 市：環境管理制度認証取得支援制度 

（２）創造的機能の集積と企業立地の

促進 

市：企業立地促進制度 

企業立地マッチング促進事業 

市：創業促進事業 

バイオインキュベーション施設賃料補助事業 （３）起業の促進と成長支援 

商工会議所：創業塾 

 

■ 市民の快適な暮らしや地域社会を支える機能の充実 

市：創業促進事業 

商店街活力アップ支援事業 

小売店舗改築（改装）事業 

中心市街地活性化支援事業 

茨木市産業情報サイト「あい・きゃっち」 
（１）まちのにぎわい創出 

商工会議所：ガンバる市 

いばらきてづくり市 

個店活性化事業「茨木マイスターズ」 

茨木にぎわい通信 

茨木にぎわい亭 

（２）地域の生活支援と快適性の向上 商工会議所：茨木にぎわい亭 

市：エコ農産物推進事業 

生産者組織：de 愛・ほっこり 見山の郷 

ファーマーズマーケットみしま館 （３）地元産農産物の流通の促進 

農業協同組合：農薬の安全使用に関する講習の実施 

生産履歴管理の推進 

 

■ 産業を活性化させる基盤づくり 

市：茨木市産業情報サイト「あい・きゃっち」 

広報誌での「頑張る市内企業」紹介 
（１）連携の促進 

商工会議所：異業種交流会 

商取引支援サイト「ザ・ビジネスモール」 

（２）人材の確保と育成 

市・商工会議所：合同就職面接会 

商工会議所：研修・講座（新入社員・事務・営業・ＩＴ） 

ジョブ・カード制度の普及推進 

                 学生インターンシップの支援 

市：市内企業に対するワンストップ窓口の設置 

支援策を集約した冊子「お役立ち帳」の提供 

中小企業経営アドバイザ－の設置 （３）支援機能の充実 

商工会議所：小規模事業者経営改善普及事業 
 


